
ゲーム開発はICD–11をめぐる分断を
乗り越えることができるか
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概要：世界保健機構 (WHO)は ICD-11(「疾病及び関連保健問題の国際統計分類」第 11回改訂版)におい

て，新たに gaming disorder(ゲーミング障害, ゲーム障害)の分類基準を収載した．この国際統計分類の発

効を前にして，大きな波及効果が起きている．海外では新たな論争が起き，国内でも，香川県議会の「香

川県ネット・ゲーム依存症対策条例」は全国的な注目を集めるとともにゲームの効用をめぐる社会的な分

断が明らかになった．本発表では，まずゲーミング障害をめぐる分断の背景を明らかにする．次にゲーム

開発を地域の教育目的に活用する立場から，香川県条例のパブリックコメント期間中に開催されたゲーム

開発イベント「Global Game Jam 2020 Setouchi in Kagawa」における準備と，そこで得られた学びにつ

いて報告する．

キーワード：ネット・ゲーム依存症対策条例，ノーメディアデー，ゲーム開発，ゲームジャム，ゲーミング
障害，gaming disorder, デジタル・シティズンシップ，ポストトゥルース

1. はじめに

週末の短期間に即席チームを組んでゲーム開発を行うイ

ベント「ゲームジャム」が近年各地で開催されている．本

研究でもゲームジャムを協調学習の場として開催し，ゲー

ム開発の効用について研究を進めてきた [1]．その一方で，

ゲームの病的な利用を予防するためにゲームとの接触を

制限する手法もある．この「ゲームの有効性と有害性」と

いうアプローチは時に相互理解が困難な対立に至る．世界

保健機構 (WHO)が新たに gaming disorder(ゲーミング障

害，ゲーム症，ゲーム障害)の分類基準を定める際の論争

はまさに学界を二分するものであり，それを受けて 2020

年に制定された「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」

でも両者の対立が明らかになった．この法規制の考え方に

ついては本研究会でも発表が行われた [2]が，本発表では，

発表者らが香川県条例のパブリックコメント期間中に香川

県で開催したゲームジャムを題材として，ゲームジャムを

通じた相互理解の可能性について検証を行う．
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1.1 歴史的背景

ゲーミング障害をめぐる深刻な対立は賛成派と反対派に

よる単純な対立ではなく，歴史的地理的文化的な対立を含

む複雑な構造をとっている．そこで，まずいくつかの対立

に整理する．1)WHOでのゲーミング障害についての学術

的なエビデンスをめぐる対立 ，2)日本国内での情報伝達

の偏りによる対立 ，3)香川県で先鋭的に現れた，日本国内

に広くみられる情報教育，eスポーツ教育 (よいゲーマーに

なるための教育）をめぐる対立がある．以下ではこれらの

対立について順番に整理する．

1.1.1 ICD–11におけるゲーミング障害の論争

まず，WHO におけるゲーミング障害の議論の経過に

ついて述べる．“Gaming Disorder”という呼称で限定され

る以前は，“Gaming Addiction”または “Internet Gaming

Disorder”の妥当をめぐる論争が 1990年代から 2000年代

にかけて行われていた [3]．しかし，それら過去の論争と

22010年代の ICD–11におけるゲーミング障害の論争は異

なっている．その新規性について，Jin[4]はWHOの意志

決定に “non-medical layers”が作用していると分析し，ま

た研究予算獲得のための言説として批判も加えている．つ

まり，ICD–11でのゲーミング障害の分類は医学的なエビ

デンスにもとづく意思決定ではなく，注目を集める目的で

エビデンスなき言説による意思決定が行われたことになる．

ただし，この分析はジャーナル論文 (特に debate paper)
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を主な対象にしているために推進側の主張を十分とらえて

いない．推進側が学術的エビデンスを出さなくなった 2010

年代以降の論争については，英語論文だけでなく非英語文

献や非学術論文を視野に入れる必要がある．そこで次項で

は，日本語でのみ発表された内容を含めて対立の構造を明

らかにする．

1.1.2 ゲーミング障害と日本の説明責任

日本のWHO協力センター (WHO Collaborating Cen-

tre)の一つであり，ICD–11のドラフト改訂作業を担った

国立病院機構久里浜医療センター（以下，久里浜センター

と略記）の樋口は，ゲーミング障害に唯一明確な支持をし

たのが日本政府だったと国内学会で述べている [5]．これ

をそのまま受け取れば，ゲームの長時間プレーで死者が出

た韓国・中国のWHO代表ですらゲーミング障害分類を積

極的に支持しなかったことになる．そして日本政府は世界

のどの国とも違う独自の意思決定を行なったと言える．そ

の結果としてゲーミング障害の ICD–11収載に反対が起こ

ることになるが，久里浜センターは「われわれはさまざま

な依存症を診察する責任がある．ゲーミング障害の人々へ

の適切な措置を求めたい」という要望書を約 80の学協会

から集め，WHO事務総長に送る [5], [6]直接行動を行なっ

ている．そうした駆け引きが行われた結果，ゲーミング障

害の収載が決定した．

この経過により，ゲーミング障害についてエビデンスに

もとづく合意形成が行われていないというのが現状であ

る．そして積極的に推進した日本は世界への説明責任を果

たすことが求められ，ゲーミング障害についての調査に予

算を投じている ( 批判を招いた研究予算投下がまさに行わ

れるという効果が起きたことになる)．今後は学術的ファ

クトにもとづく研究調査が期待される*1．

1.1.3 国内への導入の問題

WHOを舞台とした対立だけでなく，さらに日本国内固

有の対立として，ICD–11の説明やドラフトの経緯につい

ての日本語情報が偏っているために対立が起きている．

ICD–11ドラフト作業に参加したメンバーは，日本のメ

ディアではゲーム症・ゲーム障害に関する異論が報じられ

ていないこと，そしてWHOでの議論が正しく伝えられて

いないと指摘している [7]．ICD–11 についてはWHO が

ゲームを病気の原因として対策をはじめたという国内報道

も見られたが，実際にはWHOはゲームを活用した医療も

推進しており，このあと 2020年の新型コロナウィルスに

よる外出制限において，WHOは #PlayApartTogether や

#HealthyAtHome といったゲーム活用のオンラインキャン

ペーンを行うことになる．だが国内ではWHOがゲームを

危険視しているという報道に偏っていたために「ゲームの

長時間プレイを病理化したWHOが手のひら返し」と受け

*1 なお本原稿執筆時点では久里浜センターからはゲーミング障害に
関する査読論文はまだ出ていない．

取られた．これはメディアによるバイアスがかかった報道

によるにせの対立であり，ゲームの健康への悪影響ではな

く活用法も提案するのはWHOの本来の姿である．

偏った情報はメディアだけでなく，国内専門家にも影響

を与えている．ICD の正式名称は「疾病及び関連保健問

題の国際統計分類」であり，その中には疾病 (disease)以

外の保健上の問題も含まれる．その中で gaming disorder

を含む障害 (disorder)の取扱は注意して区別する必要があ

る*2．しかし ICD略称の「国際疾病分類」から連想したの

か，gaming disorderが「国際的な分類」ではなく「国際疾

病」「国際疫病」に分類されたという誤った解説が日本学術

会議の政府提言でも用いられた [8]．新たな言説がエビデ

ンスを重視するアプローチをとる科学者代表機関の言説ま

で侵食するほどに，日本語での学術的に正確な情報が入手

困難だったと言うことができる．

さらに，ゲーミング障害をめぐる論争そのものがにせの対

立として流通することになる．久里浜センターは ICD–11

への収載決定後にキャンペーンを総括して，「世界のゲー

ム業界がこの件に気付いたのです。. . .その後、様々な方

法を使って、業界がこのゲーム障害収載の阻止に動いてい

ます。」[5]と報告した．つまり，ゲーム障害収載への反対

活動はゲーム産業による策謀だと総括してしまった．実際

には国際学協会が拙速な制度化への憂慮を伝える声明を

出しており，医療系ではアメリカ精神医学会，アメリカ心

理学会の担当部会の声明が出た [7]，またゲーム研究では

HEVGA(全米ビデオゲーム高等教育機関連合)が学術的見

地から反対声明を出している [9]．しかし国内では「ゲーミ

ング障害に反対する科学者は，科学的真実ではなくゲーム

産業に影響されている」という実態にそぐわない対立が生

まれた．

1.1.4 国内 ICT教育の問題

最後の日本国内固有の問題として，疑似科学への脆弱性

がある．もともと日本では教育現場で学術的なエビデンス

にもとづかない疑似科学が濫用されてきた [10]．特に ICT

教育では ICTそのものに否定的な主張が唱えられ，電子デ

バイスを学校に持ち込ませないという国民運動も続いてい

る [11]．そしてデジタルゲームにおいても，学校教育にお

いてはリスクだけ教えて効能について教えない，悪影響だ

け教えて治療や癒しについて教えない傾向がある*3．20世

紀の安全教育から 21世紀の情報リテラシー教育への転換

*2 disorder は，本来病気として扱われなかったがケアが必要な状
態を含む概念である．また国内では「障害」という訳語が障害者
を連想させ児童や保護者にショックを与えるため青少年分野では
「症」という訳語が使われている．本論では疾病とされない多く
の障害と同様に gaming disorder をゲーミング障害と訳してい
る．

*3 文部科学省の動画教材「身近にひそむネット依存」などをとりあ
げてデジタル・シティズンシップの観点から情報モラル教育の問
題点を論じたものとしては坂本, 芳賀, 豊福他 [12]を参照．また，
対象を青少年に限定せず，情報倫理学の観点から情報リテラシー
および情報倫理の地域社会教育を検討した大谷 [13] も参照．
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が急がれる．

1.2 香川県条例の背景

前節で述べたような社会的対立が表面化したのが 2021年

の香川県条例だと言える．この県条例をめぐる香川県内の

対立は注目を集め，条例の採決後に Financial Times [14],

New York Times [15], KSB瀬戸内海放送*4などでとりあ

げられることになるが，法制化までの議会手続きが問題視

されることが多い．本論ではまず条例草案段階の時点での

問題点をあげる．

1.2.1 地方自治にとどまらない問題

条例草案作成中の 2019年に，地方自治と国の政策とを

協議する内海府の会議において，全国都道府県議会議長会

の大山理事は，親がゲームやネットに子育てを任すことで

ゲーム依存症が進行すると述べ，国会での eスポーツ議連

を批判し，香川県では条例で依存症対策を行うこと，国に

よる法制化の支援を求めている [16]．ここでは香川県議会

が官庁や国会議員の知らない「真実」を知っており，地域

主導によって国による法制化を目指す考えが s示された．

1.2.2 全国的な運動の明文化

テレビ・ネット・ゲームとの接触時間を断ち切る「ノー

メディア」(期間によってノーメディアデー，ノーメディ

アウィーク，ノーメディアチャレンジ)がすでに全国の教

育現場や自治体で実施されているが，効果が検証されてい

るとは言い難い [17] ．小児科医療団体からの提言 [18]お

よび関連パンフレットが参照されることが多いが，久里浜

センターのスクリーニングテストで (偽陽性を考慮せず論

文未発表の予備調査で)もっとも大きな数字をとりあげる

という研究バイアス上の問題がある*5．香川県も例外では

なく，県教育委員会，各市町教育委員会，県 PTA連絡協

議会等が策定した「さぬきっ子の約束」を各家庭で配布し

て実施結果を回収するだけでなく，地方紙『四国新聞』が

ネット依存の教材を配布してきた．それら従来のルールを

明文化するだけで実際には教育現場に変化はないのではな

いかと見ることも可能である．

1.2.3 専門家による協力

委員会には，上述の久里浜センターがWHOなどの国際

動向を紹介する他，「脳内汚染」「愛着障害の克服」で知ら

れる心療内科医などの参考人が招かれた．このある意味豪

華な参考人に比べて，ネット・ゲーム業界の専門家はNTT

四国しか呼ばれていない．これは条例案がカバーする領域

に比べて非常に偏った意見収集である．たとえば条例案に

はインターネット事業者・ゲーム事業者に県の予防対策へ

の協力するよう定める条文，事業活動を行うにあたってわ

いせつ表現の自主規制に務める努力義務が課されている．

*4 https://game.ksb.co.jp/
*5 本論では検討しないが，「育て方が悪い」という愛着理論の有効
性や有害性 [19] についても検証されていない．

これらはインターネット上に香川県の子どもが接触可能な

コンテンツを掲載している全世界の事業者・クリエイター

を規制対象にするものであり，その社会的影響は計り知れ

ない．これらインターネット事業者・ゲーム事業者の代表

者から意見を聴取しなかったのは，そもそも事業者が子ど

もを依存症にする陰謀を企む危険な存在としか位置づけら

れていない可能性がある．

ここまで見たように，ゲーミング障害をめぐる対立は複

雑な対立要素を含んでおり，エビデンスが無いと指摘して

も駄目な条例を廃止しても問題は残り続ける．これら多く

の対立要素を解決する次世代人材育成が求められている．

2. 先行研究

前章で述べたように，Gaming Disorderは多くのいまも

収まらない対立を生み出している．その中で，King and

Delfabbro[20]は，推進に参加した立場から専門的な議論を

整理しつつ説明している．その中から，いくつかの対立点

と著者の見解をまとめる．

「過度の病理化 (overpathologizing)」(第 5章):

ゲーミング障害の分類ができることで，ゲームを健康にプ

レイしている人が誤まって診断される可能性への憂慮につ

いて，著者は明確な診断基準や実施ガイドラインによって

偽陽性は低下させることができると反論する．

「スクリーニングに多くみられる落とし穴」(第 5章):

診断基準を厳格にしても，スクリーニングテストで多く

の偽陽性が検出されうる．それでは，どれだけ多くの人が

ゲーミング障害の可能性があるのかという実態調査が信頼

できない．著者も，これまでゲーミング障害の検出で用い

られたスクリーニングで問題がある方式があったことを具

体例とともに認め，推奨されるスクリーニングツールをあ

げている．

予防エビデンス (第 8章):

著者は予防についてエビデンスがないという指摘について

はそれを認めるとともに，親が子のスクリーンタイムを制

限するだけでは達成できないことも認めている．

「モラルパニック」による攻撃 (Moral panic attacks)(第

9章):

これまで新しいメディアが出現するたびに，それらは道徳

的に悪いものだと攻撃されてきた．ゲームに熱中する子供

に対してゲームは悪いものだと禁止することが起こらない

だろうか? この憂慮に対して著者は，大衆のモラルパニッ

クがあることは認めるものの，健康なゲーマーを病気と誤

診断することは起こるか (診断基準やガイドラインがある

から大丈夫)，ゲームは有害だとみなされる（すべてのゲー

ミングが問題ではない），子供の権利が侵害され軍隊キャ

ンプ送りにされかねない（病名分類が子供の権利を侵害す

るエビデンスはない，診断と治療法が普及すれば改善され

る），と対立点をあげつつ反論を加えている．
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ただし残念なことに，日本語版の監訳者まえがきが著者

の反論に対する反証となっている．厳密な診断基準がある

はずのゲーミング障害は「ゲーム依存」と言い換えられ厳

密に用いられていない．そして著者が推奨しないスクリー

ニングテストの結果をもとに日本における急速な増加を指

摘し，久里浜センターが査読論文化しちない数字をもとに

実態を憂慮している．

そして著者が退けた批判が現実のものとなりつつある．

新しいメディア技術を邪悪なものとみなし，メディアに接

触する時間を制限することで予防できるという考え方がポ

リシーメーカーによって法制化された．この点で，香川県

条例は例外的な地方自治体の問題というよりも，これまで

専門家が机上で行ってきた議論に新たな地平を開くものだ

と言える．

3. 問題解決としてのゲーム開発

本節では，ゲームをめぐる多くの対立要素を解決するた

めの試みとして，ゲーム開発を通じた問題解決について考

察する．発表者は毎年 1 月末に全世界同時多発ゲーム開

発イベント「Global Game Jam」の運営や参与観察をおこ

なってきた [21]．GGJ2019までは岡山地域で開催 [1]して

いたが，会場確保の都合から 2020年 1月は香川地域で開

催して岡山および周辺地域の開発者コミュニティが香川に

遠征する広域コミュニティによるゲーム開発イベントを準

備していた．

ゲーム開発を通じた教育を実施するに祭して，以前か

らゲームデザイナの社会的責任の教育手法を検討してお

り [22]，2019年 3月に国際会議GDCで上述HEVGAの会

合にも出ていた経験から，ICD–11で憂慮されていたモラ

ルパニックが香川県議会で起きたことは理解できたが，議

論なき非公開での条例づくりは相互理解には程遠いことが

見てとれた．

発表者は以前，ゲームジャムを通じて社会問題に取り

組む Fukushima Game Jamでの研究 [23]を参照しつつ，

「Global Game Jam 2020 瀬戸内会場 in香川*6」でのゲー

ムジャムを通じた相互理解の形成を試みることとした．

3.1 相互理解のためのゲームジャム

本研究の背景で述べたように，香川県条例の背景には複

数の対立要素があり，推進側と反対側の相互理解が困難に

なっている．そこで，ゲームジャムへの参加呼びかけに対

立要素への注釈を含めた．

• ICD–11 ゲーミング障害 の成立過程を知る．論争が続

いていることを紹介する．

• 「エビデンスが無い」「査読論文が無い」という批判に
は効果がない．成立過程を知れば，ICD–11ゲーミン

*6 https://globalgamejam.org/2020/jam-sites/setouchi

グ障害はこれからエビデンスを集める段階だというこ

とがわかる．

• ゲーム開発現場は見学歓迎．ゲーム事業者を麻薬の売
人のように邪悪な存在と見るのは，ゲーム開発現場に

関する知識がないためでもある．

• 誰でもゲーム開発者になれる．ゲームジャムでは，未
成年でも自分の作りたいゲームを開発して配信できる．

• 香川県条例は全国的現象である． 香川県はゲーム未
開の地ではなく，ゲーム文化を持っている．香川県は

脆弱だっただけで，次は他県でもありうる．

• ゲームに触れるのを禁じる条例では無い．家庭と事業
者への努力を定めた条例だから，家庭外でゲームを開

発するのは条例の対象外．

• 若者の表現の場をつくろう．香川県条例は選挙公約に
も無く，県民が意思表示する場がなかった．その中で

もさらに当事者である青少年の表現の場がなかった．

3.2 社会参加のためのゲームジャム

さらに GGJ開催の 1月に入って，香川県条例の素案に

ついてパブリック・コメント受付期間は 1月 23日より 2

月 6日までと発表された．しかも，対象は県民と事業者に

限定されていた．

これにより，1月 31日から 2月 2日までのGlobal Game

Jamは，パブリックコメント期間中に開催されることにな

り，同時にゲーム事業者ではない，香川県外の住民も，48

時間でゲーム開発・配布に関わるゲーム事業者になってパ

ブリックコメントの応募資格を獲得できるイベントになっ

た．そこで「香川県でゲーム事業者になろう!」というアナ

ウンス文も追加した．

3.3 学習マテリアル

相互理解のための学習マテリアルを用意することが困難

だった．当時はゲーミング障害についてのまとまった日

本語レビュー論文 [24] はまだ出版されておらず，偏った

日本語情報しかなかったためである．筆者が参加した国

際会議 GDC19での学術パネルセッション “How to Talk

About Games, Today” の資料 [25] を参考にしていたが，

幸運なことに，その動画が開催直前の 2020年 1月になっ

て YouTubeで公開され，字幕の機械翻訳が提供された*7．

こうした資料を持ちいた背景説明に瀬戸内会場の紹介をく

わえて，詳細な記事を IGDA日本のサイトで公開した*8．

3.4 ゲームジャム前の移動と準備

ゲーム開発経験のない若者にゲーム事業者になるきっか

けを用意するために，本ゲームジャムでは事前勉強会を開

催するとともに，当日昼に瀬戸大橋を使って瀬戸内海を渡

*7 https://www.youtube.com/watch?v=p4djhHzYtSs
*8 http://igdajac.blogspot.com/2020/01/blog-post.html
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り香川県に移動する電車内でゲームデザインを行う「トレ

インジャム」も開催した．これは 52時間の寝台車の中で行

われた Train Jam *9を参考にしているが，デザイン作業は

国内研究者による GameJamCanvas*10を再利用している．

3.5 健全なゲーム開発の探求

ゲームジャムで健康を損なうことは避けなければならな

い．そこで本ゲームジャムはもっとも健康的なゲームジャ

ムを目指した．会場となる香川県丸亀市善照寺は近くに温

泉があり 48時間利用可能で仮眠が可能である．

和室での開発は腰に負担がかかるため，開発マイルス

トーンとは別に，瀬戸内地方の工場に伝わる「アクティブ

体操」の時間を用意した．日本の Global Game Jam会場

の中で，フィジカルエクササイズの時間までスケジュール

に明記していたのは本会場だけである．さらに予想外のイ

ベントとして，世界各地の Global Game Jam開催地で上

映される基調講演の一つが，“Tips for a Healthier Global

Game Jam”[26]であった．初対面の即席チームでのゲーム

開発に取り組むにあたって，メンタルヘルスの専門家から

のアドバイスでスタートできたのは初心者にとっても経験

者にとっても有益な体験となった．

4. 観察結果

Global Game Jam 2020では国内に 25箇所の会場がで

きた*11．GGJ瀬戸内会場 in香川は 14人が参加し，国内

17番目の規模となった．48時間で 2チームがゲーム 2作

品を全世界にリリースすることができた．デザインは当日

発表されるテーマにもとづき，即席チームがその場で決定

する．そのため香川の政治状況とは関係なくゲームは開発

された．

開発者の中にゲームジャム経験 20回以上の”superjam-

mer”[27] は 1 名のみで，大多数は香川県内外の学生が集

まった．他にもゲーム企業に勤務するプロのゲーム開発者，

インディーゲーム開発者が参加する多様な顔ぶれだったの

で，お互いの自己紹介に時間をかけなかったのが反省点で

ある．(各自の自己紹介はチーム分けの後に行ったが，比

較的少人数だったので全員が自己紹介することが可能だっ

た．) 岡山，広島，愛媛，香川のゲーム開発者が参加し，香

川のボードゲームコミュニティーや高専生・専門学校生も

会場見学にきたことで，香川のゲーム開発コミュニティを

つなぐ効果も期待できる．

閉会式で，運営からは参加者はだれでもゲーム事業者で

あること，そしてパブリックコメントの締め切りが 4日後

だと告知された．

*9 https://www.wired.com/2017/04/train-jam-2017/
*10 https://www.slideshare.net/mnagaku/gamejamcanvs
*11 そのうち一つは COVID–19 対策のため開催を中止した

5. おわりに

香川県で初めて行われたゲームジャムはリリースまで到

達できた．このあと香川県議会ではパブリックコメント疑

惑が報じられ，さらに強行採決が行われた．この法的プロ

セスについては国内外で報じられているが，本発表では

扱っていない．

本発表は，香川県外から遠征した側の視点のみで構成さ

れており，香川県内の視点は欠落している．香川県ではす

でに第 2回目のゲームジャムが開催され [28]，それらをふ

まえた総合的な評価は今後の課題である．

「反対する科学者はゲーム産業に影響されている」「エビ

デンスは無いが，あとからエビデンスは見つかるだろう」

という国内のゲーミング障害をめぐる言説は，マッキンタ

イアが述べる「ポストトゥルース」[29]の一例とも言える．

そしてゲーミング障害をめぐる論争に関しては，もはやエ

ビデンスに乏しい，偽陽性が大きすぎる，査読論文ではな

いという議論ではなく，「研究者と臨床医が非常に人気の

高いアクティヴィティに向けている注視の目には、研究に

基づく正当性があるのか？」[30]といった一種の正義論ま

で登場している．これについては今後の課題である．

COVID–19 以後の WHO の活動として #PlayApart-

Together や #HealthyAtHome について触れたが，それら

は COVID–19 とゲームについての最初の一歩に過ぎず，

今後さらなるモラルパニックや発展について検証が必要で

ある
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